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堺市立八田荘老人ホーム及び堺市立中老人福祉センターの民営化について（ご報告） 

 

  皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

  平素は、本市健康福祉行政にご協力賜りありがとうございます。 

  さて、標題のことについて、下記のとおり、所管施設の民営化を予定していますので、  

ご報告致します。 

記 

 

１ これまでの経過について 

  堺市立八田荘老人ホームは、昭和 35 年に養護老人ホームとして開設し、平成 21 年度か

ら指定管理者制度により運営を行っています。令和 2 年 3 月に「堺市立の高齢者福祉施設

のあり方に関する基本指針」を策定し、民間のノウハウを最大限活用するため、令和 4 年度

から社会福祉法人（以下、「事業者」）へ施設を譲渡等し、民営の施設に転換する方針です。 

また、平成 11 年に開設した堺市立中老人福祉センターについては、八田荘老人ホームと

同一敷地内にあることから一体的に民間の施設に転換する方針です。 

 

２ 八田荘老人ホームの今後について 

令和 4～13 年度  譲渡先の事業者が民設の養護老人ホームとして管理運営を行います。   

なお、本市は入所者の決定と措置費用の負担を従前どおり行います。 

 令和 14 年度以降 上記期間中の福祉ニーズ等の変化を見据え、事業者と協議の上、最適

な施設運営をめざします。 

 

３ 中老人福祉センターの今後について 

  令和 4～6 年度  現在の老人福祉センター事業を継続しながら、地域のニーズに対応し

た民間主導の新たな事業を試行実施します。 

  令和 7 年度以降  上記期間中の試行実績を踏まえ、老人福祉センターの機能を見直し、

幅広い世代に開かれた施設への転換をめざします。 

 

４ 今後のスケジュール(予定) 

令和 3 年 10 月以降 事業者募集、事業者選定等 

令和 4 年 2 月   協定書締結 

        3 月   建物・土地に関する契約締結、市議会での議決 

     4 月 1 日以降 事業者による運営開始 

（お問い合わせ先） 

堺市 健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課 （担当 羽野・曽和） 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 

TEL（072）228－8347（直通） FAX（072）228－8918 


